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(57)【要約】
【課題】物品を搬送する既設の搬送ラインに対して容易
に設置することができる光学検査装置を提供する。
【解決手段】光学検査装置１は、物品５０に光を照射す
る光照射部１１と、物品５０に照射された光の透過光を
検出する光検出部１２と、光照射部１１及び光検出部１
２を片持ちで支持する支持部１３と、を備える。光によ
る物品５０の検査領域は、周囲雰囲気に露出している。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物品に光を照射する光照射部と、
　前記物品に照射された前記光の透過光を検出する光検出部と、
　前記光照射部及び前記光検出部を片持ちで支持する支持部と、を備え、
　前記光による前記物品の検査領域は、周囲雰囲気に露出している、光学検査装置。
【請求項２】
　前記光検出部は、前記光照射部に対して上側に配置されている、請求項１記載の光学検
査装置。
【請求項３】
　前記光照射部及び前記光検出部は、前記支持部と一体で上下動可能となっている、請求
項１又は２記載の光学検査装置。
【請求項４】
　前記光検出部は、前記光照射部に対して位置調整可能となっている、請求項３記載の光
学検査装置。
【請求項５】
　前記光照射部及び前記光検出部は、前記支持部と一体で回動可能となっている、請求項
１～４のいずれか一項記載の光学検査装置。
【請求項６】
　前記光照射部及び前記光検出部は、前記光照射部からの距離が前記光検出部からの距離
よりも小さい位置を中心として、前記支持部と一体で回動可能となっている、請求項５記
載の光学検査装置。
【請求項７】
　前記支持部は、
　支柱部と、
　一端部が前記支柱部に固定され、前記光照射部を支持する第１梁部と、
　一端部が前記支柱部に固定され、前記光検出部を支持する第２梁部と、を有する、請求
項１～６のいずれか一項記載の光学検査装置。
【請求項８】
　前記光は、近赤外線である、請求項１～７のいずれか一項記載の光学検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学検査装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　フィルム包装材等のパッケージ内に食品等の内容物を収容して出荷するような物品の搬
送ラインにおいては、不具合（例えば、パッケージの封止部への内容物の噛み込み、パッ
ケージ内での内容物の破損、パッケージ内への異物の混入等）が発生した物品の出荷を防
止するために、物品の状態を検査する必要がある。
【０００３】
　このような物品の状態を検査するための装置として、例えば、特許文献１には、物品を
搬送する上流側搬送部及び下流側搬送部と、上流側搬送部と下流側搬送部との間隙の上方
から物品に光を照射する照明部と、当該間隙の下方から物品を撮像する撮像部と、を備え
る光学検査装置が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１８９５６３号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、物品を搬送する既設の搬送ラインに特許文献１記載の光学検査装置を設
置する場合、上流側搬送部及び下流側搬送部に相当するスペースを既設の搬送ラインに設
ける必要があり、搬送ラインのレイアウト変更等を行わなければならず、その作業が煩雑
であった。
【０００６】
　そこで、本発明は、物品を搬送する既設の搬送ラインに対して容易に設置することがで
きる光学検査装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の光学検査装置は、物品に光を照射する光照射部と、物品に照射された光の透過
光を検出する光検出部と、光照射部及び光検出部を片持ちで支持する支持部と、を備え、
光による物品の検査領域は、周囲雰囲気に露出している。
【０００８】
　この光学検査装置によれば、物品を搬送する既設の搬送ラインに対し、連続する搬送コ
ンベアの間隙を挟んで光照射部と光検出部とが対向するように、当該搬送ラインの一方の
側方から光学検査装置を容易に設置することができる。なお、照射する光としては、例え
ば可視光、紫外線、近赤外線、赤外線等がある。
【０００９】
　本発明の光学検査装置では、光検出部は、光照射部に対して上側に配置されていてもよ
い。この構成によれば、光照射部に塵が付着する場合よりも検出精度を劣化させ易い光検
出部への塵の付着を抑制することができる。更に、光学検査装置の周囲の照明等の光が外
乱光として光検出部に入射するのを抑制することができる。
【００１０】
　本発明の光学検査装置では、光照射部及び光検出部は、支持部と一体で上下動可能とな
っていてもよい。この構成によれば、既設の搬送ラインに対する光照射部及び光検出部の
位置を容易に調整することができる。
【００１１】
　本発明の光学検査装置では、光検出部は、光照射部に対して位置調整可能となっていて
もよい。この構成によれば、光検出部の位置を精度良く調整することができる。
【００１２】
　本発明の光学検査装置では、光照射部及び光検出部は、支持部と一体で回動可能となっ
ていてもよい。この構成によれば、例えば、既設の搬送ラインにおいて連続する搬送コン
ベアの搬送面が傾斜しているような場合に、当該搬送面に垂直な方向において光照射部と
光検出部とが対向するように、既設の搬送ラインに対する光照射部及び光検出部の角度を
容易に調整することができる。
【００１３】
　本発明の光学検査装置では、光照射部及び光検出部は、光照射部からの距離が光検出部
からの距離よりも小さい位置を中心として、支持部と一体で回動可能となっていてもよい
。この構成によれば、光照射部の回動量が光検出部の回動量よりも小さくなるため、連続
する搬送コンベアの間隙の近傍に光照射部を配置して、物品に照射される光の減衰に起因
する光検出部での検出感度の低下を抑制することができる。
【００１４】
　本発明の光学検査装置では、支持部は、支柱部と、一端部が支柱部に固定され、光照射
部を支持する第１梁部と、一端部が支柱部に固定され、光検出部を支持する第２梁部と、
を有してもよい。この構成によれば、例えば、湾曲した形状の支持部によって光照射部及
び光検出部が支持されているような場合に比べ、既設の搬送ラインに支持部が干渉するの
を抑制しつつ、光照射部及び光検出部を所望の位置に配置することができる。
【００１５】
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　本発明の光学検査装置では、光は、近赤外線であってもよい。可視光に比べて透過力の
高い近赤外線を用いることで、精度良く物品の状態を検査することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、物品を搬送する既設の搬送ラインに対して容易に設置することができ
る光学検査装置を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態の光学検査装置を備える光学検査システムの斜視図である。
【図２】図１の光学検査装置の斜視図である。
【図３】図２の光学検査装置の右側面図である。
【図４】図２の光学検査装置の右側面図である。
【図５】図２の光学検査装置の正面図である。
【図６】図１の光学検査装置の検査対象である物品の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の好適な実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、各図
において同一又は相当部分には同一符号を付し、重複する説明を省略する。
【００１９】
　図１に示されるように、光学検査装置１は、物品５０を搬送する既設の搬送ライン１０
０のうち、連続する搬送コンベア１０１，１０２の間隙１０３が存在する部分に、後付け
で設置される装置である。光学検査装置１は、例えば、フィルム包装材等のパッケージ、
及び当該パッケージ内に収容された食品等の内容物を有する物品５０を検査対象とする。
光学検査装置１には、制御装置３０が有線又は無線により電気的に接続されており、光学
検査装置１及び制御装置３０によって光学検査システムが構成されている。
【００２０】
　制御装置３０は、コンピュータを収容する制御ボックス３１と、操作パネル３２と、を
備えている。制御装置３０は、光学検査装置１の動作を制御する他、光学検査装置１から
出力された検出信号に基づいて、物品５０の不具合（例えば、パッケージの封止部への内
容物の噛み込み、パッケージ内での内容物の破損、パッケージ内への異物の混入等）を発
見したり、パッケージ内の内容物の内容量（質量、数量等）を推定したりする。
【００２１】
　図２に示されるように、光学検査装置１は、床面に設置される脚部２と、脚部２に立設
された四角柱状の主柱３と、を備えている。主柱３の前面３ａ（搬送ライン１００側の面
）には、上下方向に延在するガイドレール４が設けられている。主柱３の後面３ｂには、
上下方向に延在するガイドレール５が設けられている。主柱３の右側面３ｃ（搬送ライン
１００側から見た場合における右側の面）及び左側面３ｄには、主柱３の上端部を介して
、ベルト６が掛け渡されている。
【００２２】
　ガイドレール４には、ガイドレール４に沿って移動可能となるように検査ヘッド１０が
取り付けられている。検査ヘッド１０には、主柱３の右側面３ｃに位置するベルト６の一
端部が固定されている。ガイドレール５には、ガイドレール５に沿って移動可能となるよ
うに錘７が取り付けられている。錘７には、主柱３の左側面３ｄに位置するベルト６の他
端部が固定されている。
【００２３】
　この構成により、図３に示されるように、ガイドレール４に沿って検査ヘッド１０が上
昇すると、ガイドレール５に沿って錘７が下降する。一方、ガイドレール４に沿って検査
ヘッド１０が下降すると、ガイドレール５に沿って錘７が上昇する。検査ヘッド１０は、
所望の高さに配置された後、レバー８によって主柱３に対して固定される。このように、
光学検査装置１では、錘７が利用されることで、主柱３に対する検査ヘッド１０の上下動
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の円滑化が図られている。
【００２４】
　図２に示されるように、検査ヘッド１０は、物品５０に光を照射する光照射部１１と、
物品５０に照射された光の透過光を検出する光検出部１２と、光照射部１１及び光検出部
１２を片持ちで支持する支持部１３と、を備えている。光照射部１１は、連続する搬送コ
ンベア１０１，１０２の間隙１０３の下方に配置され、光検出部１２は、当該間隙１０３
の上方に配置される。光照射部１１から光検出部１２に至る光の光路は、周囲雰囲気に露
出している。つまり、光による物品５０の検査領域は、シールドボックス等によって覆わ
れておらず、周囲雰囲気に露出している。なお、外乱光を遮蔽するために、当該検査領域
の少なくとも一部を覆うようにカバーを設けてもよい。
【００２５】
　光照射部１１は、水平方向（間隙１０３が延在する方向）に沿って配列された複数のＬ
ＥＤからなる。光照射部１１は、連続する搬送コンベア１０１，１０２の間隙１０３上を
物品５０が通過する際に、間隙１０３を介して物品５０に近赤外線を照射する。なお、近
赤外線の波長は、７８０ｎｍ～１１００ｎｍである。
【００２６】
　光検出部１２は、ラインセンサであり、水平方向（間隙１０３が延在する方向）に沿っ
て配列された複数のＰＤからなる。光検出部１２は、連続する搬送コンベア１０１，１０
２の間隙１０３上を物品５０が通過する際に、物品５０に照射された近赤外線の透過光を
検出し、検出信号を制御装置３０に出力する。
【００２７】
　支持部１３は、第１支柱部分１４及び第２支柱部分１５からなる支柱部１６と、第１梁
部１７と、第２梁部１８と、を有している。第１支柱部分１４には、上下方向に延在する
ガイド溝１４ａが設けられている。ガイド溝１４ａには、ガイド溝１４ａに沿って移動可
能となるように第２支柱部分１５が取り付けられている。第１支柱部分１４と第２支柱部
分１５とは、レバー２１によって互いに固定される。第２支柱部分１５の下端部には、第
１支柱部分１４に形成された長穴１４ｂを介して、緩衝部材付きのストッパボルト２２が
固定されている。これにより、レバー２１が解放された際に、不意に第２支柱部分１５が
下降しても、衝撃が吸収されつつ、第２支柱部分１５の下降が停止させられる。
【００２８】
　第１梁部１７の一端部１７ａは、第１支柱部分１４の下端部に固定されており、第１梁
部１７の他端部１７ｂは、自由端となっている。第１梁部１７には、上側に開口する凹部
１７ｃが設けられており、凹部１７ｃには、光照射部１１が収容されている。つまり、光
照射部１１は、第１梁部１７に支持されることで、支持部１３に片持ちで支持されている
。
【００２９】
　凹部１７ｃの開口部は、第１梁部１７に載置された光透過性のカバー２３によって覆わ
れている。カバー２３は、例えば光透過性の樹脂からなる。カバー２３において第１梁部
１７の一端部１７ａに対応する部分には、第１梁部１７の他端部１７ｂの反対側に開口す
る切欠き２３ａが設けられている。カバー２３において第１梁部１７の他端部１７ｂに対
応する部分には、丸穴２３ｂが設けられている。カバー２３は、第１梁部１７の一端部１
７ａに立設されたピン２４ａが切欠き２３ａに嵌められ且つ第１梁部１７の他端部１７ｂ
に立設されたピン２４ｂが丸穴２３ｂに嵌められることで、第１梁部１７に位置決めされ
ている。なお、ピン２４ａ，２４ｂは、例えばボルトの頭部である。
【００３０】
　第２梁部１８の一端部１８ａは、第２支柱部分１５の上端部に固定されており、第２梁
部１８の他端部１８ｂは、自由端となっている。自由端である第２梁部１８の他端部１８
ｂには、光検出部１２が取り付けられている。つまり、光検出部１２は、第２梁部１８に
支持されることで、支持部１３に片持ちで支持されている。
【００３１】
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　以上の支持部１３の構成により、図４に示されるように、レバー２１が解放された状態
で、光検出部１２は、第２支柱部分１５及び第２梁部１８と一体で上昇及び下降させられ
る。光検出部１２は、所望の高さに配置された後、第１支柱部分１４と第２支柱部分１５
とがレバー２１によって互いに固定されることで、光照射部１１に対して固定される。
【００３２】
　図２に示されるように、第１支柱部分１４の下端部には、矩形板状の第１プレート２５
及び第２プレート２６が取り付けられている。第１プレート２５は、ガイドレール４に沿
って移動可能となるようにガイドレール４に取り付けられている。第１プレート２５には
、主柱３の右側面３ｃに位置するベルト６の一端部が固定されている。第２プレート２６
は、その４つの角部に設けられた円弧状の長穴２６ａのそれぞれに挿通されたボルト２７
によって第１プレート２５に固定されている。第２プレート２６には、第１支柱部分１４
の下端部が固定されている。
【００３３】
　この構成により、図５に示されるように、ボルト２７が緩められた状態で、検査ヘッド
１０は、円弧状の長穴２６ａの範囲で回動させられる。このとき、検査ヘッド１０の回動
の中心となる位置Ｐは、第１支柱部分１４の下端部に取り付けられた第１プレート２５及
び第２プレート２６の中心位置（搬送ライン１００側から見た場合の中心位置）である。
このように、光照射部１１から位置Ｐまでの距離は、光検出部１２から位置Ｐまでの距離
よりも小さくなっている。検査ヘッド１０は、所望の角度に配置された後、各ボルト２７
が閉められることで、主柱３に対して固定される。
【００３４】
　以上、説明したように、光学検査装置１では、光照射部１１及び光検出部１２が支持部
１３に片持ちで支持されており、光による物品５０の検査領域が周囲雰囲気に露出してい
る。したがって、物品５０を搬送する既設の搬送ライン１００に対し、連続する搬送コン
ベア１０１，１０２の間隙１０３を挟んで光照射部１１と光検出部１２とが対向するよう
に、搬送ライン１００の一方の側方から光学検査装置１を容易に設置することができる。
【００３５】
　また、光学検査装置１では、光検出部１２が光照射部１１に対して上側に配置されてい
る。この構成によれば、光検出部１２が下向きとなるため、光照射部１１に塵が付着する
場合よりも検出精度を劣化させ易い光検出部１２への塵の付着を抑制することができる。
更に、光学検査装置１の周囲の照明等の光が外乱光として光検出部１２に入射するのを抑
制することができる。しかも、既設の搬送ライン１００の上方の広いスペースにおいて、
光検出部１２を容易に清掃することができる。
【００３６】
　また、光学検査装置１では、光検出部１２に対して下側に配置された光照射部１１が、
光透過性のカバー２３によって覆われている。この構成によれば、カバー２３に塵が付着
した場合に、カバー２３を取り外して、カバー２３を清掃したり、新たなカバー２３に交
換したりすることができる。特に、カバー２３は、ピン２４ａが切欠き２３ａに嵌められ
且つピン２４ｂが丸穴２３ｂに嵌められることで、第１梁部１７に位置決めされているた
め、既設の搬送ライン１００と第１梁部１７との間隔が狭くても、カバー２３を水平方向
にスライドさせるようにして、工具等を使用せずに、第１梁部１７に対するカバー２３の
着脱を実施することができる。なお、カバー２３に、光照射部１１から出射された光を集
光するレンズ機能を持たせてもよいし、所定波長の光を遮断するフィルタ機能を持たせて
もよい。
【００３７】
　また、既設の搬送ライン１００の搬送面と光検出部１２との距離は焦点距離分だけは必
要であるのに対し、物品５０に照射される光の減衰を抑制する観点から当該搬送面と光照
射部１１との距離は小さくすることが好ましい。光学検査装置１では、光検出部１２が光
照射部１１に対して上側に配置されているので、既設の搬送ライン１００の搬送面の高さ
が低い場合であっても、当該搬送ライン１００に対して光学検査装置１を容易に設置する
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ことができる。
【００３８】
　また、光学検査装置１では、光照射部１１及び光検出部１２が支持部１３と一体で上下
動可能となっている。この構成によれば、既設の搬送ライン１００に対する光照射部１１
及び光検出部１２の位置を容易に調整することができる。
【００３９】
　また、光学検査装置１では、光検出部１２が光照射部１１に対して位置調整可能となっ
ている。この構成によれば、光検出部１２の位置を精度良く調整することができ、光検出
部１２の焦点を物品５０に合わせることが可能となる。
【００４０】
　また、光学検査装置１では、光照射部１１及び光検出部１２が支持部１３と一体で回動
可能となっている。この構成によれば、例えば、既設の搬送ライン１００において連続す
る搬送コンベア１０１，１０２の搬送面が傾斜しているような場合に、当該搬送面に垂直
な方向において光照射部１１と光検出部１２とが対向するように、既設の搬送ライン１０
０に対する光照射部１１及び光検出部１２の角度を容易に調整することができる。
【００４１】
　また、光学検査装置１では、光照射部１１及び光検出部１２が、光照射部１１からの距
離が光検出部１２からの距離よりも小さい位置Ｐを中心として、支持部１３と一体で回動
可能となっている。この構成によれば、光照射部１１の回動量が光検出部１２の回動量よ
りも小さくなるため、連続する搬送コンベア１０１，１０２の間隙１０３の近傍に光照射
部１１を配置して、物品５０に照射される光の減衰に起因する光検出部１２での検出感度
の低下を抑制することができる。更に、既設の搬送ライン１００の下方のスペースに位置
する光照射部１１の回動量が、既設の搬送ライン１００の上方のスペースに位置する光検
出部１２の回動量よりも小さくなる。そのため、既設の搬送ライン１００の下方の狭いス
ペースにおいて、光照射部１１が搬送ライン１００の何らかの部材に干渉するのを抑制す
ることができる。
【００４２】
　また、光学検査装置１では、支持部１３が、支柱部１６と、一端部１７ａが支柱部１６
に固定された第１梁部１７と、一端部１８ａが支柱部１６に固定された第２梁部１８と、
を有している。そして、第１梁部１７が光照射部１１を支持しており、第２梁部１８が光
検出部１２を支持している。この構成によれば、例えば、湾曲した形状の支持部によって
光照射部１１及び光検出部１２が支持されているような場合に比べ、既設の搬送ライン１
００に支持部１３が干渉するのを抑制しつつ、光照射部１１及び光検出部１２を所望の位
置に配置することができる。
【００４３】
　また、光学検査装置１では、光照射部１１が照射する光が近赤外線である。このように
、可視光に比べて透過力の高い近赤外線を用いることで、精度良く物品５０の状態を検査
することができる。
【００４４】
　ここで、制御装置３０において実施される画像処理について説明する。図６に示される
ように、検査対象は、連包（複数の小袋が繋がったもの）の各パッケージ５１に例えばイ
ンスタント食品の加薬が内容物５２として収容された物品５０であり、パッケージ５１の
封止部への内容物５２の噛み込みが、以下のように検査される。
【００４５】
　まず、光学検査装置１から出力された検出信号に基づいて、物品５０の光透過像が取得
される。続いて、物品５０の光透過像において、レジマーク５１ａが検出される。続いて
、予め記憶されていたレジマーク５１ａに対する封止部の位置関係に基づいて、封止部に
対応する検査領域５１ｂが設定される。続いて、検査領域５１ｂを対象として、パッケー
ジ５１の封止部への内容物５２の噛み込みが検査される。
【００４６】
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　このように、光の減衰が大きいレジマーク５１ａを利用することで、封止部に対応する
検査領域５１ｂを容易に且つ確実に設定することができる。なお、検査領域５１ｂをマス
ク処理等で限定すれば、処理速度の高速化を図ることが可能となる。なお、パッケージ５
１は、連包品に限定されず、単包品であってもよい。
【００４７】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は、上記実施形態に限定される
ものではない。例えば、本発明の光検出部は、ラインセンサに限定されず、エリアセンサ
等であってもよい。また、本発明の光検出部には、所定波長の光を遮断するフィルタが設
けられていてもよい。一例として、本発明の光検出部には、近赤外線を通過させ且つ可視
光を遮断するフィルタが設けられていてもよい。これにより、光照射部から光検出部に至
る近赤外線の光路が周囲雰囲気に露出している場合に、周囲雰囲気からラインセンサ又は
エリアセンサに可視光が入射し、当該可視光が外乱光となるのを防止することができる。
また、本発明の光照射部は、近赤外線を照射するものに限定されず、可視光、紫外線、赤
外線等を照射するものであってもよく、本発明の光検出部は、それらの光の透過光を検出
するものであってもよい。
【符号の説明】
【００４８】
　１…光学検査装置、１１…光照射部、１２…光検出部、１３…支持部、１６…支柱部、
１７…第１梁部、１７ａ…一端部、１８…第２梁部、１８ａ…一端部、５０…物品。

【図１】 【図２】
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